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１  本 プ ロ ポ ー ザルの目的 及び 主催  

⑴  目 的  

西 脇 市 で は 、 地 域 経 済 の 活 性 化 や 良 好 な 雇 用 の 確 保 に 向 け

て 、 産 業 集 積 や 地 域 特 性 を 生 か し た 企 業 立 地 を 進 め て い ま す

が 、 市 街 化 区 域 内 に ま と ま っ た 規 模 の 工 場 適 地 を 配 置 す る こ

と が 困 難 で あ る こ と か ら 、 市 街 化 区 域 周 辺 で こ れ ま で の 整 備

に よ り 積 み 重 ね て き た 都 市 基 盤 が 整 っ た 地 域 に お い て 、 産 業

的 土 地 利 用 を 求 め て い ま す 。  

一 方 、 地 元 高 松 町 （ 以 下 「 地 元 」 と い う 。 ） で は 、 平 成 30

年 頃 か ら 地 域 活 力 の 維 持 に 向 け た 企 業 誘 致 の 検 討 を 行 い 、 西

脇 市 に 企 業 誘 致 箇 所 の 提 案 を 行 い ま し た 。  

こ れ を 受 け 、 西 脇 市 は 計 画 的 に 産 業 地 区 と し て の 土 地 利 用  

を 図 る 生 産 エ リ ア と し て 「 高 松 地 区 」 を 上 位 計 画 に 位 置 付 け 、

令 和 ５ 年 度 か ら 西 脇 市 と 地 元 が 連 携 し て 埋 蔵 文 化 財 試 掘 調 査  

等 の 事 前 調 査 を 行 っ て き ま し た 。 そ し て 地 元 で は 、 令 和 ６ 年  

２ 月 ４ 日 の 総 会 で 高 松 地 区 で の 産 業 街 区 形 成 事 業 の 推 進 に つ  

い て 住 民 の 賛 同 を 得 て 、 令 和 ６ 年 ４ 月 ８ 日 に 地 元 か ら 西 脇 市  

に 企 業 誘 致 に 関 す る 要 望 書 を 提 出 し ま し た 。  

こ の よ う な 経 緯 か ら 、 西 脇 市 は 地 区 計 画 制 度 を 活 用 し 、 令

和 ６ 年 12月 に は 高 松 地 区 地 区 計 画 の 決 定 を 予 定 し て い ま す 。  

今 後 、 高 松 地 区 で は 当 該 地 区 計 画 に 基 づ き 民 間 活 力 に よ る

新 た な 産 業 街 区 の 整 備 （ 用 地 買 収 、 開 発 計 画 ・ 許 可 、 造 成 工

事 、 企 業 誘 致 及 び 企 業 へ の 用 地 売 却 等 ） を 進 め る に 当 た り 、

高 松 地 区 で の 産 業 街 区 の 整 備 を 円 滑 か つ 着 実 に 実 施 す る こ と

が で き る 技 術 力 、 資 金 力 、 実 績 等 を 有 す る 開 発 事 業 者 を 公 募

型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に よ り 募 集 、 選 定 す る こ と と し ま す 。  

 

⑵  主 催  

兵 庫 県 西 脇 市  

 

高 松 地 区 で の 産 業 街 区 の 整 備 を 実 施 す る に 当 た り 、 西 脇 市

が 一 定 の 役 割 を 担 う こ と か ら 、 本 プ ロ ポ ー ザ ル は 地 元 や 地 権

者 と の 連 携 の 下 、 西 脇 市 が 主 催 す る も の で す 。  
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⑶  事 務 局  

西 脇 市  建 設 水 道 部 土 地 利 用 推 進 室  

〒 677-8511  兵 庫 県 西 脇 市 下 戸 田  128番 地 の １  

電  話  079 5 -22 -3111（ 代 ）  

Ｆ Ａ Ｘ  079 5 -22 -8573  

電 子 メ ー ル  toc hiriyou@cit y.ni shiwaki.lg. jp  
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２  事 業 概 要 （ 「 ９  参 考 資 料 」 参 照 ）  

⑴  事 業 名  

西 脇 市 高 松 地 区 産 業 街 区 整 備 事 業 （ 以 下 「 本 事 業 」 と い

う 。 ）  

 

⑵  事 業 対 象 地 区の概要 （ 下 図 参 照 ）  

ア  地 区 の 概 況 （ 資 料 １ 及 び ２ 参 照 ）  

項 目  内 容  

所 在 地  
西 脇 市 高 松 町 字 平 見 、 字 横 山 、 字 ヲ ナ ド の

各 一 部  

面 積  約  9.9ha  

位 置  
中 国 自 動 車 道 滝 野 社 イ ン タ ー チ ェ ン ジ か ら

約 ４ km、 Ｊ Ｒ 西 脇 市 駅 か ら 約 ２ km 

地 形  山 裾 の 傾 斜 地 （ 標 高 70～  11 0ｍ ）  

流 域  一 級 河 川 加 古 川 流 域  

土 地 利 用  
大 半 は 山 林 で 、 一 部 空 き 地 、 駐 車 場 等 の 低

未 利 用 地 及 び 町 民 グ ラ ウ ン ド が 点 在  

道 路  

地 区 内 に 市 道 高 松 ５ 号 線 （ 幅 員 約 ６ ～ ７ ｍ ）

が あ り 、 （ 一 ） 西 脇 口 吉 川 神 戸 線 （ 幅 員 約 ７  

～ ９ ｍ ） に 接 続  

 

■ 事 業 対 象 地 区 （ 高 松 地 区 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高松地区 

国
道

号 

一
級
河
川
加
古
川 

口梨池  

鉄塔  

至神戸市  至加東市  

至西脇市  
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イ  土 地 ・ 地 権 者 の 状 況  

項 目  内 容  

地 権 者 数  

20人 （ 代 表 地 権 者 数 ： 共 有 に つ い て は １

と し て カ ウ ン ト し て い ま す 。 ）  

※ 令 和 ６ 年 １ 月 １ 日 時 点 の 情 報  

筆 数  
43筆 （ 公 共 用 地 を 除 く 筆 数 ）  

※ 令 和 ６ 年 １ 月 １ 日 時 点 の 情 報  

地 元 ・ 地 権 者

の 合 意 形 成  

本 事 業 は 地 元 か ら の 強 い 要 望 に よ り 行 う

も の で 、 令 和 ６ 年 ２ 月 ４ 日 の 地 元 総 会 に お

い て 住 民 の 賛 同 を 得 て い ま す 。  

ま た 、 令 和 ６ 年 10月 末 時 点 で 、 全 地 権 者

か ら 高 松 地 区 に お け る 本 事 業 に 対 す る 賛 同

を 得 て い ま す 。  

そ の 他  

令 和 ６ 年 度 か ら 地 区 内 の 地 籍 調 査 を 実 施

し て い ま す （ 担 当 ： 西 脇 市 建 設 水 道 部 用 地

地 籍 課 ） 。  

 

ウ  法 規 制 の 概 要 （ 資 料 ３ 、 ４ 、 ５ － １ 及 び ５ － ２ 参 照 ）  

項 目  内 容  

都 市 計 画  

（ 都 市 計 画 法 ）  

・  市 街 化 調 整 区 域  

・  高 松 地 区 地 区 計 画 （ 令 和 ６ 年 12月

都 市 計 画 決 定 告 示 予 定 ）  

⇒  当 地 区 で は 、 市 街 化 調 整 区 域 に お

け る 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43年 法 律 第  

100号 ） 第 12条 の ５ に 基 づ く 地 区 計

画 制 度 を 活 用 し た 、 同 法 第 34条 に 基

づ く 開 発 行 為 を 行 う こ と を 想 定 し て

お り 、 同 法 第 29条 に 基 づ く 開 発 行 為

の 許 可 を 受 け る 必 要 が あ り ま す 。  

農 業 振 興 地 域 ・ 農

用 地 区 域  

（ 農 地 法 ）  

当 地 区 の 一 部 が 農 業 振 興 地 域 で す が 、

当 地 区 内 に 農 地 は あ り ま せ ん 。  

国 有 林 、 保 安 林  

（ 森 林 法 ）  
当 地 区 に 含 み ま せ ん 。  
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地 域 森 林 計 画 対 象

民 有 林 （ 森 林 法 ）  

一 部 当 地 区 に 含 み ま す 。  

⇒  当 地 区 内 の 地 域 森 林 計 画 対 象 民 有

林 面 積 の 25％ 以 上 の 残 置 森 林 又 は 造

成 森 林 を 配 置 す る こ と が 必 要 で す 。  

⇒  森 林 法 （ 昭 和 26年 法 律 第  24 9号 ）

第 10条 の ２ に 基 づ く 開 発 行 為 の 許 可

を 受 け る 必 要 が あ り ま す 。  

災 害 の 危 険 の あ る

区 域  

当 地 区 に 含 み ま せ ん 。  

な お 、 当 地 区 の 一 部 に 山 腹 崩 壊 危 険

区 域 が 含 ま れ て い ま す が 、 法 令 に 基 づ

き 指 定 さ れ た 区 域 で は な く 、 当 該 区 域

内 で の 開 発 行 為 等 に 対 す る 規 制 は な さ

れ て い ま せ ん 。  

兵 庫 県 立 自 然 公 園  

（ 自 然 公 園 法 ）  

当 地 区 に 含 み ま す （ 清 水 東 条 湖 立 杭

県 立 自 然 公 園 の 普 通 地 域 ） 。  

⇒  北 播 磨 県 民 局 県 民 躍 動 室 環 境 課 協

議 ・ 指 導 の 下 、 ミ ニ ア セ ス を 実 施 し

（ 委 託 業 者 ： 公 益 財 団 法 人 ひ ょ う ご

環 境 創 造 協 会 ） 、 影 響 が な い 旨 を 報

告 す る 予 定 で す 。  

⇒  兵 庫 県 立 自 然 公 園 条 例 （ 昭 和 38年

兵 庫 県 条 例 第 80号 ） 第 11条 及 び 同 施

行 規 則 第 18条 に 基 づ く 県 立 自 然 公 園

普 通 地 域 内 行 為 届 を 提 出 す る 必 要 が

あ り ま す 。  

埋 蔵 文 化 財 包 蔵 地  

（ 文 化 財 保 護 法 ）  

当 地 区 に 含 ん で お り 、 確 認 調 査 及 び

試 堀 調 査 済 み で す 。  

⇒  一 部 （ 法 面 10ｍ ×20ｍ ） に お い て

発 掘 調 査 を す る 必 要 が あ り ま す 。  
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エ  イ ン フ ラ の 概 要 （ 資 料 ６ 参 照 ）  

項 目  内 容  

道 路  

当 地 区 に 市 道 高 松 ５ 号 線 (幅 員 約 ６ ～ ７ ｍ )が あ

り 、 （ 一 ） 西 脇 口 吉 川 神 戸 線 (幅 員 約 ７ ～ ９ ｍ )に

接 道 し て い ま す 。  

⇒  当 地 区 内 の 市 道 高 松 ５ 号 線 は 、 高 松 地 区 地 区

計 画 に 基 づ き 幅 員 ９ ｍ 以 上 に 拡 幅 す る 必 要 が あ

り ま す 。  

上 水 道  

当 地 区 周 辺 の 市 道 に 配 水 管 （ ２ ル ー ト ： Φ 75、

Φ 100） が 敷 設 さ れ て い ま す 。  

西 脇 市 で は 令 和 ６ ・ ７ 年 度 に 当 地 区 西 側 の 隣 接

道 路 に お い て 配 水 管 補 強 工 事 （ Φ  150埋 設 ） を 行

う 予 定 で す 。  

⇒  当 地 区 隣 接 道 路 の 配 水 管 か ら 当 地 区 内 の 市 道

高 松 ５ 号 線 に お け る 配 水 管 及 び 給 水 管 は 開 発 事

業 者 で 整 備 す る 必 要 が あ り ま す 。  

下 水 道  

地 区 外 の 市 道 に 管 路 （ Φ  150） が 敷 設 さ れ て い

ま す 。  

当 地 区 は 全 体 計 画 区 域 内 に 位 置 し 、 西 脇 市 で は

令 和 ７ 年 度 以 降 の 公 共 下 水 道 整 備 に 向 け た 取 組 を

進 め て い ま す （ 令 和 ９ 年 度 末 ま で に 整 備 予 定 ） 。  

⇒  受 益 者 負 担 金 （  550円 ／ ㎡ ） の 納 付 が 必 要 と

な り ま す 。  

 

オ  事 業 の 想 定 ス ケ ジ ュ ー ル  

項 目  内 容  

令 和 ７ 年 度  
計 画 策 定 及 び 設 計 、 用 地 買 収 、  

開 発 行 為 許 可 等 申 請 ・ 許 可  
企 業  

誘 致  
令 和 ８ ・ ９ 年 度  造 成 工 事 の 実 施 ～ 工 事 完 了  

令 和 10年 度 ～  立 地 企 業 の 建 築 工 事 、 操 業 開 始   
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カ  そ の 他 特 記 事 項 （ 資 料 ７ 参 照 ）  

下 図 に 示 す 町 民 グ ラ ウ ン ド は 、 昭 和 50年 頃 か ら た め 池 を  

埋 め 立 て て で き た 経 緯 が あ る こ と か ら 、 西 脇 市 で は ボ ー リ  

ン グ 調 査 （ １ 箇 所 ） 及 び 試 掘 調 査 （ ２ 箇 所 ） を 行 い ま し た 。  

な お 、 結 果 は 「 資 料 ７  ボ ー リ ン グ 調 査 結 果 」 の と お り

で す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ボ ー リ ン グ 調 査 及 び 試 掘 調 査 地 点  
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町民グラウンド 

高松地区 
口梨池  

鉄塔  

町民グラウンド 
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⑶  事 業 内 容（ 資 料 ８ 参 照 ）  

開 発 事 業 者 と 西 脇 市 と の 役 割 分 担 は 、 「 資 料 ８  西 脇 市 と

開 発 事 業 者 の 役 割 分 担 表 」 の と お り と し 、 主 な 内 容 を 次 の と

お り 示 し ま す 。  

 

ア  開 発 事 業 者 の 役 割 （ 資 料 ９ 参 照 ）  

開 発 事 業 者 は 、 事 業 対 象 地 区 に お け る 産 業 街 区 整 備 に 伴

う 用 地 買 収 、 計 画 策 定 及 び 設 計 、 開 発 行 為 許 可 等 申 請 、 造

成 工 事 、 企 業 誘 致 及 び 宅 地 分 譲 等 、 一 切 の 業 務 を 行 う も の

と し ま す 。  

ま た 、 本 事 業 に 係 る 費 用 は 、 原 則 と し て 開 発 事 業 者 が 全

て 負 担 す る も の と し ま す 。  

な お 、 開 発 事 業 者 は 「 資 料 ９  西 脇 市 高 松 地 区 産 業 街 区

整 備 事 業 に 関 す る 留 意 事 項 」 を 確 認 し 、 本 事 業 を 行 っ て く

だ さ い 。  

 

イ  西 脇 市 の 支 援 内 容  

西 脇 市 は 次 に 掲 げ る 事 項 の 支 援 を 行 い ま す 。  

 

（ア） 地 元 自 治 会 ・ 地 権 者 等 と の 協 議 調 整 及 び 説 明 会 等 開 催

の 支 援  

こ れ ま で の 西 脇 市 の 取 組 等 を 踏 ま え 、 地 元 自 治 会 ・ 地  

権 者 等 と の 協 議 調 整 及 び 説 明 会 等 開 催 の 支 援 を 行 い ま す 。  

 

（イ） 関 係 機 関 協 議 の 支 援  

こ れ ま で に 西 脇 市 が 行 っ た 協 議 等 取 組 を 踏 ま え 、 開 発  

事 業 者 が 関 係 機 関 と 円 滑 な 協 議 を 行 え る よ う 支 援 し ま す 。  

 

（ウ） 企 業 誘 致 活 動 の 支 援  

企 業 誘 致 活 動 に 当 た り 、 西 脇 市 ホ ー ム ペ ー ジ 上 で の 情

報 発 信 及 び 情 報 提 供 を 行 い ま す 。  

 

（エ） そ の 他  

上 記 の ほ か 、 本 プ ロ ポ ー ザ ル に よ る 提 案 を 基 に 、 本 事

業 を 円 滑 か つ 着 実 に 進 め る た め に 西 脇 市 の 役 割 と し て 実

施 す る こ と が 望 ま し い と 西 脇 市 が 判 断 し た 取 組 に つ い て

は 、 開 発 事 業 候 補 者 選 定 後 に 、 西 脇 市 と 開 発 事 業 候 補 者

と の 協 議 の 上 、 決 定 し ま す 。   
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⑷  事 業 の 進 め 方  

ア  公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル か ら 協 定 締 結 ま で  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公 募 開 始 （ 実 施 要 領 の 公 表 ）  

（ 令 和 ６ 年 1 1月 ７ 日 （ 木 ） ～ 令 和 ７ 年 ２ 月 ７ 日 （ 金 ） ）  

 

第 一 次 審 査 （ 参 加 資 格 の 書 類 審 査 ）  

事 業 提 案 書 の 提 出  

（ 令 和 ７ 年 １ 月 ６ 日 （ 月 ） ～ 令 和 ７ 年 ２ 月 ７ 日 （ 金 ） ）  

 

第 二 次 審 査 （ プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン ・ ヒ ア リ ン グ ）  

西 脇 市 ・ 開 発 事 業 候 補 者 ・ 西 脇 市 高 松 地 区 産 業 街 区

整 備 事 業 推 進 委 員 会 （ 仮 称 ） の ３ 者 で 本 事 業 の 実 施

に 係 る 役 割 分 担 及 び 連 携 協 力 等 に つ い て 協 議  

協 定 締 結 （ 令 和 ７ 年 ３ 月 予 定 ）  

「 開 発 事 業 候 補 者 」 を 「 開 発 事 業 者 」 と し て 決 定  

質 問 書 の 提 出  
（ 令 和 ６ 年 1 1月 ７ 日 （ 木 ）  

～ 令 和 ６ 年 1 1月 2 9日 （ 金 ） ）  

質 問 書 へ の 回 答  

（ 令 和 ６ 年 1 2月 ６ 日 （ 金 ） ）  

参 加 表 明 書 の 提 出  
（ 令 和 ６ 年 1 1月 ７ 日 （ 木 ）  

～ 令 和 ６ 年 1 2月 1 3日 （ 金 ） ）  

第 一 次 審 査 結 果 及 び 第 二 次 審 査 参 加 資 格 の 通 知  

（ 令 和 ６ 年 1 2月 2 7日 （ 金 ） ）  

 

第 二 次 審 査 結 果 の 通 知 ・ 公 表 （ 開 発 事 業 候 補 者 の 選 定 ）  

（ 令 和 ７ 年 ３ 月 ７ 日 （ 金 ） ）  
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（ア） 本 事 業 へ の 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 本 プ ロ ポ ー ザ ル に 対

し て 、 別 紙 に よ る 参 加 表 明 書 及 び 事 業 提 案 書 等 、 書 面 を

も っ て 応 募 す る こ と と し ま す 。  

（イ） 西 脇 市 は 、 西 脇 市 高 松 地 区 産 業 街 区 整 備 事 業 開 発 事 業

者 決 定 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 選 定 委 員 会 （ 以 下 「 選 定 委 員

会 」 と い う 。 ） を 設 置 し 、 選 定 委 員 会 で 事 業 提 案 書 等 を

審 査 し て 、 最 も 優 れ た 提 案 を 行 っ た 応 募 者 を 開 発 事 業 候

補 者 と し て 選 定 し ま す 。 な お 、 西 脇 市 の 意 向 に 沿 う 提 案

が な い 場 合 は 選 定 し な い 場 合 も あ り ま す 。  

（ウ） 西 脇 市 、 開 発 事 業 候 補 者 及 び 西 脇 市 高 松 地 区 産 業 街 区

整 備 事 業 推 進 委 員 会 （ 仮 称 ） （ 以 下 「 推 進 委 員 会 」 と い

う 。 ） は 、 開 発 事 業 候 補 者 が 提 案 し た 事 業 提 案 書 の 内 容

を 基 に 、 高 松 地 区 地 区 計 画 に 基 づ く 本 事 業 の 実 施 に 係 る

役 割 分 担 及 び 連 携 協 力 等 に つ い て 協 議 し 協 定 を 締 結 し ま

す 。 開 発 事 業 者 は 、 こ の 協 定 締 結 を も っ て 正 式 に 決 定 し

ま す 。 た だ し 、 開 発 事 業 候 補 者 と の 協 定 締 結 が 不 調 と な

っ た 場 合 は 、 次 点 者 を 開 発 事 業 候 補 者 と し て 上 記 の 協 議

を 行 い ま す 。  

（エ） 協 定 締 結 が 不 調 と な っ た 場 合 、 い か な る 理 由 で も 協 議  

期 間 中 に 要 し た 費 用 は 、 開 発 事 業 候 補 者 の 負 担 と し ま す 。  

 

イ  事 業 の 譲 渡 等 の 制 限  

 開 発 事 業 者 は 、 あ ら か じ め 西 脇 市 の 承 認 を 得 た 場 合 を 除

き 、 本 事 業 の 権 利 及 び 義 務 を 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 承 継 さ

せ る こ と は で き ま せ ん 。  

 

ウ  協 定 の 変 更 又 は 解 除  

（ア） 本 事 業 は 、 西 脇 市 、 開 発 事 業 者 及 び 推 進 委 員 会 が 相 互  

に 連 携 協 力 し な が ら 誠 意 を も っ て 完 遂 す る も の と し 、 正  

当 な 理 由 な く 一 方 的 に 協 定 を 解 除 す る こ と は で き ま せ ん 。  

な お 、 協 定 締 結 に 際 し 、 西 脇 市 は 開 発 事 業 候 補 者 に 銀

行 等 の 契 約 保 証 を 求 め る 場 合 が あ り ま す 。  
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（イ） 西 脇 市 は 、 開 発 事 業 者 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 、  

開 発 事 業 者 に 通 知 す る こ と に よ り 、 協 定 を 即 時 解 除 す る  

こ と が で き る も の と し ま す 。 こ れ に よ り 西 脇 市 及 び 地 元

（ 地 権 者 含 む ） に 損 害 が 生 じ た 場 合 、 開 発 事 業 者 は そ  

の 損 害 を 賠 償 す る 必 要 が あ り ま す 。  

ａ  開 発 事 業 者 が 事 業 を 履 行 せ ず 、 西 脇 市 が 相 当 の 期 間

を 定 め て そ の 履 行 を 催 告 し た に も か か わ ら ず 、 そ の 期

間 内 に 履 行 し な い 場 合  

ｂ  開 発 事 業 者 が 協 定 の 定 め に 違 反 し 、 西 脇 市 が 相 当 の

期 間 を 定 め て そ の 是 正 を 催 告 し た に も か か わ ら ず 、 そ

の 期 間 内 に 是 正 し な い 場 合  

ｃ  開 発 事 業 者 が 本 事 業 に 関 し 重 大 な 法 令 違 反 を し た 場

合  

ｄ  開 発 事 業 者 が 西 脇 市 に お け る 暴 力 団 の 排 除 の 推 進 に

関 す る 条 例 （ 平 成 24年 西 脇 市 条 例 第 26号 ） 第 ２ 条 第 ３

号 に 規 定 す る 暴 力 団 密 接 関 係 者 に 該 当 す る と 明 ら か に

な っ た 場 合  

（ウ） 開 発 事 業 者 は 、 本 事 業 を 継 続 す る こ と が 困 難 な 事 情 が  

生 じ た と き は 、 協 定 の 変 更 又 は 解 除 そ の 他 の 事 項 に 関 し 、  

西 脇 市 に 対 し て 協 議 を 申 し 入 れ る こ と が で き 、 西 脇 市 は  

そ の 申 し 入 れ に 合 理 的 な 理 由 が あ る と 認 め る と き は 、 協  

議 に 応 じ る も の と し ま す 。 そ の 上 で 、 西 脇 市 、 開 発 事 業  

者 及 び 推 進 委 員 会 が 協 議 し 合 意 し た 場 合 に は 、 協 定 の 変  

更 又 は 解 除 す る こ と が で き る も の と し ま す 。 こ れ に よ り  

西 脇 市 及 び 地 元 （ 地 権 者 含 む ） に 損 害 が 生 じ た 場 合 、 開  

発 事 業 者 は そ の 損 害 を 賠 償 す る 必 要 が あ り ま す 。  

（エ） 天 災 そ の 他 不 可 抗 力 の 発 生 等 、 西 脇 市 、 開 発 事 業 者 及

び 推 進 委 員 会 の い ず れ の 責 め に も 帰 す る こ と が で き な い

事 由 に よ り 、 協 定 に 定 め る 事 項 の 履 行 が で き な く な っ た

と き は 、 西 脇 市 、 開 発 事 業 者 及 び 推 進 委 員 会 が 協 議 し 合

意 し た 上 で 、 協 定 を 変 更 又 は 解 除 す る こ と が で き る も の

と し ま す 。  
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エ  費 用 負 担  

本 事 業 に 係 る 費 用 は 原 則 と し て 開 発 事 業 者 が 全 て 負 担 し 、

西 脇 市 及 び 推 進 委 員 会 は 負 担 し な い も の と し ま す 。 た だ し 、

本 事 業 を 継 続 す る に 当 た り 重 大 な 支 障 を 来 す 等 の や む を 得  

な い 事 態 が 見 込 ま れ る 場 合 は 、 開 発 事 業 者 か ら 西 脇 市 に 対  

し て 費 用 負 担 に 関 す る 協 議 を 申 し 入 れ る こ と が で き 、 西 脇  

市 は 協 議 に 応 じ る こ と と し ま す 。  
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３  開 発 事 業 者 決 定 の 流 れ  

⑴   開 発 事 業 候 補 者の選定方 法  

本 プ ロ ポ ー ザ ル は 、 第 一 次 審 査 （ 参 加 資 格 の 書 類 審 査 ） 及

び 第 二 次 審 査 （ プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン ・ ヒ ア リ ン グ ） の 二 段 階

に よ り 開 発 事 業 候 補 者 の 選 定 を 行 い ま す 。  

な お 、 第 一 次 審 査 及 び 第 二 次 審 査 は 非 公 開 と し ま す 。 ま た 、

選 定 結 果 に 対 し て の 異 議 申 し 立 て は 一 切 受 け 付 け ま せ ん 。  

 

［ 選 定 方 法 ］  

審 査 段 階  審 査 方 法  選 定 者 数  

第 一 次 審 査  

（ 参 加 資 格 の 書

類 審 査 ）  

参 加 表 明 書 等 の 内 容 を 審 査

し 、 そ の 結 果 を 選 定 委 員 会 に

報 告 し て 第 二 次 審 査 参 加 資 格

者 を 選 定 し ま す 。  

複 数 者 （ 最

大 ５ 者 ） を

選 定  

第 二 次 審 査  

（ プ レ ゼ ン テ ー

シ ョ ン ・ ヒ ア

リ ン グ ）  

第 一 次 審 査 に よ り 選 定 さ れ

た 第 二 次 審 査 参 加 資 格 者 を 対

象 に 、 事 業 提 案 書 の プ レ ゼ ン

テ ー シ ョ ン ・ ヒ ア リ ン グ を 実

施 し ま す 。  

審 査 の 上 、 当 選 者 と 次 点 者

を 選 定 し ま す 。  

当 選 者 、 次

点 者 を 選 定  

 

⑵  決 定 ま で の スケジュー ル  

開 発 事 業 候 補 者 選 定 及 び 開 発 事 業 者 決 定 ま で の ス ケ ジ ュ ー

ル は 下 表 の と お り で す 。  

 

［ 決 定 ま で の ス ケ ジ ュ ー ル ］  

項  目  日  程  

公 募 開 始 （ 実 施 要 領 の 公 表 ）  令 和 ６ 年 11月 ７ 日 （ 木 ）  

質 問 書 の 提 出  
令 和 ６ 年 11月 ７ 日 （ 木 ）  

～ 令 和 ６ 年 11月 29日 （ 金 ）  

質 問 書 へ の 回 答  令 和 ６ 年 12月 ６ 日 （ 金 ）  

参 加 表 明 書 の 提 出  
令 和 ６ 年 11月 ７ 日 （ 木 ）  

～ 令 和 ６ 年 12月 13日 （ 金 ）  

第 一 次 審 査 （ 参 加 資 格 の 書 類 審 査 ）  
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第 一 次 審 査 結 果 及 び 第 二 次 審

査 参 加 資 格 の 通 知  
令 和 ６ 年 12月 27日 （ 金 ）  

事 業 提 案 書 提 出  
令 和 ７ 年 １ 月 ６ 日 （ 月 ）  

～ 令 和 ７ 年 ２ 月 ７ 日 （ 金 ）  

第 二 次 審 査 （ プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン ・ ヒ ア リ ン グ ）  

第 二 次 審 査 結 果 の 通 知 、 公 表  

（ 開 発 事 業 候 補 者 の 選 定 ）  
令 和 ７ 年 ３ 月 ７ 日 （ 金 ）  

本 事 業 の 実 施 に 係 る 役 割 分 担

及 び 連 携 協 力 等 に 関 す る 協 議  
令 和 ７ 年 ３ 月 10日 （ 月 ） ～  

協 定 締 結  

（ 開 発 事 業 者 の 決 定 ）  
令 和 ７ 年 ３ 月 予 定  

※  必 要 に 応 じ て 実 施 時 期 を 延 期 す る こ と が あ り ま す （ 西 脇 市

ホ ー ム ペ ー ジ 上 で 公 表 ） 。  
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４  応 募 者 の 資 格要件  

⑴  基 本 的 要 件  

本 プ ロ ポ ー ザ ル に 参 加 で き る 事 業 者 は 、 本 プ ロ ポ ー ザ ル の

目 的 及 び 事 業 概 要 を 踏 ま え 、 提 案 内 容 に 基 づ い て 本 事 業 を 円

滑 か つ 着 実 に 実 施 す る こ と が で き る 技 術 力 、 資 金 力 、 実 績 及

び 社 会 的 信 用 を 有 し た 単 体 の 法 人 又 は 複 数 の 法 人 に よ り 構 成

さ れ る 共 同 企 業 体 （ 以 下 「 Ｊ Ｖ 」 と い う 。 ） と し ま す 。  

な お 、 Ｊ Ｖ の 場 合 は 、 構 成 員 間 で 「 共 同 企 業 体 に 関 す る 協

定 」 を 締 結 し 、 構 成 員 の 中 か ら 代 表 者 を 定 め 、 そ の 代 表 者 が

応 募 の 手 続 を 行 っ て く だ さ い 。 西 脇 市 か ら の 連 絡 及 び 通 知 等

は 代 表 者 に の み 行 い ま す 。  

 

⑵  参 加 資 格  

本 プ ロ ポ ー ザ ル へ の 参 加 を 希 望 す る 事 業 者 は 、 次 の 要 件 を

全 て 満 た す も の と し ま す 。  

な お 、 Ｊ Ｖ の 場 合 は 、 い ず れ か の 構 成 員 が 次 の 要 件 を 全 て

満 た し 、 か つ 、 他 の 構 成 員 は ア か ら カ ま で の 要 件 を 全 て 満 た

す こ と と し ま す 。  

ア  地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第  167条 の ４

の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

イ  国 、 県 及 び 市 等 の 地 方 公 共 団 体 か ら 指 名 停 止 処 分 等 の 取

引 停 止 の 措 置 を 受 け て い る 期 間 中 の 者 で な い こ と 。  

ウ  会 社 法 （ 平 成 17年 法 律 第 86号 ） 第  475条 若 し く は 第  644  

条 の 規 定 に 基 づ く 清 算 の 開 始 、 破 産 法 （ 平 成 16年 法 律 75号 ）  

第 18条 若 し く は 第 19条 の 規 定 に 基 づ く 破 産 手 続 開 始 の 申 立

て 、 会 社 更 生 法 （ 平 成 14年 法 律 第  154号 ） 第 17条 の 規 定 に

基 づ く 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て 又 は 民 事 再 生 法 （ 平 成 11年 法

律 第  225号 ） 第 21条 の 規 定 に 基 づ く 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て

が な さ れ て い な い こ と 。  

エ  国 税 及 び 地 方 税 を 滞 納 し て い な い こ と 。  

オ  西 脇 市 に お け る 暴 力 団 の 排 除 の 推 進 に 関 す る 条 例 第 ２ 条

第 ３ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 密 接 関 係 者 で な い こ と 。  

カ  本 事 業 の 実 施 に 必 要 な 資 力 及 び 信 用 を 有 す る こ と 。 な お 、

次 に 掲 げ る 全 て の 項 目 に 該 当 す る こ と 。  

（ア） 過 去 ３ 期 連 続 で 経 常 利 益 が 赤 字 で な い こ と 。  

（イ） 直 近 期 に お い て 債 務 超 過 で な い こ と 。   
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（ウ） 直 近 期 に お い て 利 払 能 力 （ 事 業 損 益 （ 営 業 損 益 ＋ 受 取

利 子 及 び 受 取 配 当 金 ） を 支 払 利 息 で 除 し た 数 値 ） が １ 以

上 で あ る こ と 。  

キ  過 去 10年 間 に 、 事 業 区 域 面 積 ３ ha以 上 で 企 業 を 誘 致 し た

産 業 用 地 等 の 整 備 に 係 る 事 業 の 実 績 （ 土 地 区 画 整 理 事 業 の

業 務 代 行 者 と し て 携 わ っ た 実 績 を 含 む 。 ） を 有 す る こ と 。  

ク  宅 地 建 物 取 引 業 法 （ 昭 和 27年 法 律 第  17 6号 ） 第 ３ 条 に 規

定 す る 免 許 を 有 す る こ と 。  

 

⑶  参 加 資 格 の 確認  

応 募 者 の 参 加 資 格 の 確 認 は 、 参 加 表 明 書 等 の 提 出 日 を 基 準

と し ま す 。  

 

⑷  失 格 要 件  

次 の 各 項 目 の １ つ で も 該 当 す る 場 合 は 失 格 と な り ま す 。  

ア  提 出 書 類 が 本 実 施 要 領 に 示 さ れ た 条 件 又 は 提 出 方 法 に 適

合 し な い 場 合  

イ  提 出 書 類 に 虚 偽 の 内 容 が 記 載 さ れ て い る 場 合  

ウ  他 の 応 募 者 と 共 謀 又 は 他 の 応 募 者 の 提 案 ・ プ レ ゼ ン テ ー

シ ョ ン 等 を 妨 げ る よ う な 不 正 な 行 為 が 認 め ら れ た 場 合  

エ  応 募 者 が 個 別 に 本 事 業 の 内 容 を 知 る 意 図 を も っ て 関 係 者

に 不 正 な 接 触 を 持 つ 等 、 審 査 に 関 す る 不 正 な 行 為 が 認 め ら

れ た 場 合  

オ  そ の 他 本 実 施 要 領 に 違 反 す る 等 、 選 定 委 員 会 が 不 適 格 と

認 め た 場 合  

カ  協 定 締 結 ま で の 間 に 応 募 者 の 参 加 資 格 の 要 件 を 満 た さ な

く な っ た 場 合  

 

⑸  費 用 負 担  

参 加 表 明 書 及 び 事 業 提 案 書 等 、 本 プ ロ ポ ー ザ ル に 関 す る 書  

類 等 の 作 成 及 び 提 出 に 要 す る 費 用 は 、 応 募 者 の 負 担 と し ま す 。  
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５  応 募 の 手 続 等  

⑴  プ ロ ポ ー ザ ルに関する 書類 の配布方法 及び 期間  

ア  配 布 方 法  

本 プ ロ ポ ー ザ ル に 関 す る 書 類 は 、 西 脇 市 ホ ー

ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン ロ ー ド し て く だ さ い 。  

 

イ  配 布 期 間  

令 和 ６ 年 11月 ７ 日 （ 木 ） か ら 令 和 ７ 年 ２ 月 ７ 日 （ 金 ） ま

で  

 

⑵  質 間 書 の 受 付及び回答  

ア  提 出 書 類  

質 問 書 【 様 式 第 １ 号 】  

 

イ  提 出 期 間  

令 和 ６ 年 11月 ７ 日 （ 木 ） か ら 令 和 ６ 年 11月 29日 （ 金 ） ま

で  

 

ウ  提 出 先 及 び 提 出 方 法  

（ア） 提 出 先  

西 脇 市  建 設 水 道 部 土 地 利 用 推 進 室  

電 子 メ ー ル  toc hiriyou@cit y.ni shiwaki.lg. jp  

 

（イ） 提 出 方 法  

提 出 期 間 内 に 、 電 子 メ ー ル に よ り 提 出 し て く だ さ い 。  

送 信 の 際 に は 、 「 開 封 確 認 メ ッ セ ー ジ の 要 求 」 の 設 定

を 行 っ て く だ さ い 。  

※  表 題 は 「 西 脇 市 高 松 地 区 産 業 街 区 整 備 事 業 開 発 事 業

者 決 定 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 質 問 書 」 と し 、 本 文 に は 、

電 話 番 号 、 事 業 者 名 、 部 署 名 、 担 当 者 名 及 び 電 子 メ ー

ル ア ド レ ス を 記 入 す る こ と 。  

 

エ  回 答 期 日 及 び 回 答 方 法  

全 て の 質 問 に 対 す る 回 答 書 を 令 和 ６ 年 12月 ６ 日 （ 金 ） ま

で に 西 脇 市 ホ ー ム ペ ー ジ 内 に 掲 載 し ま す 。  

た だ し 、 質 問 の 内 容 に よ り 質 問 者 が 特 定 さ れ る な ど 、 質

問 者 に 不 利 益 が 発 生 す る お そ れ が あ る と 判 断 す る 場 合 は 、

個 別 に 回 答 す る こ と が あ り ま す 。   
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オ  質 間 書 の 作 成 及 び 提 出 上 の 留 意 事 項  

（ア） 電 話 、 訪 問 に よ る 質 問 に は 対 応 し ま せ ん 。  

（イ） 質 問 及 び 回 答 は 、 本 実 施 要 領 に 関 す る も の と し 、 そ れ

以 外 の も の に は 回 答 し ま せ ん 。 ま た 、 個 人 情 報 に 関 わ る

質 問 及 び 意 図 が 不 明 な 質 問 に は 回 答 し な い こ と が あ り ま

す 。  

（ウ） 回 答 書 の 公 表 後 の 再 質 問 は 受 け 付 け ま せ ん 。  

（エ） 回 答 の 内 容 は 、 本 実 施 要 領 の 追 加 又 は 修 正 と し て 取 り

扱 う も の と し ま す 。  

 

⑶  参 加 表 明 書 の提出  

参 加 を 希 望 す る 事 業 者 は 、 次 に 掲 げ る 提 出 書 類 を 整 え 、 期

間 内 に 提 出 し て く だ さ い 。  

 

ア  提 出 書 類 及 び 提 出 部 数  

（ア） 提 出 書 類  

※  Ｊ Ｖ の 場 合 、 ④ ～ ⑩ は 全 て の 構 成 員 が 提 出 の こ と 。  

No 書 類 名  備 考  

①   
参 加 表 明 書 （ 兼 参  

加 資 格 審 査 申 請 書 ）  
【 様 式 第 ２ 号 】  

②  
共 同 企 業 体 構 成 員  

調 書  

【 様 式 第 ２ 号 の ２ 】  

※  Ｊ Ｖ の 場 合 の み  

③  
共 同 企 業 体 に 関 す  

る 協 定 書 の 写 し  

※  Ｊ Ｖ の 場 合 、 構 成 員 間 で  

「 共 同 企 業 体 に 関 す る 協 定 」  

を 締 結 し 、 協 定 書 の 写 し を 提

出 し て く だ さ い 。 （ 【 参 考 様

式 】 参 照 ）  

④  誓 約 書  【 様 式 第 ３ 号 】  

⑤  
参 加 資 格 要 件 確 認  

誓 約 書  
【 様 式 第 ３ 号 の ２ 】  

⑥  

登 記 事 項 証 明 書  

（ 履 歴 事 項 全 部 証  

明 書 ）  

発 行 か ら ３ 箇 月 以 内 の も の  

※  写 し で も 可  

⑦  法 人 概 要 書  
【 様 式 第 ４ 号 】  

※  パ ン フ レ ッ ト 等 添 付 可  

⑧  法 人 の 印 鑑 証 明 書  発 行 か ら ３ 箇 月 以 内 の も の  
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⑨  

納 税 証 明 書 の 写 し  

（ 直 近 で 未 納 の 国  

税 及 び 地 方 税 が  

な い こ と を 示 す  

証 明 書 ）  

［ 国 税 ］  

法 人 税 、 消 費 税 及 び 地 方 消  

費 税 （ 納 税 証 明 書 そ の ３ の ３ ）  

［ 県 （ 都 ・ 道 ・ 府 ） 税 ］  

法 人 県 民 税 、 法 人 事 業 税 、

そ の 他 県 税 全 て  

［ 市 （ 町 ・ 村 ） 税 ］  

法 人 市 民 税 、 固 定 資 産 税 、

そ の 他 市 税 全 て  

⑩  

直 近 ３ 期 分 の 財 務  

諸 表 （ 貸 借 対 照 表 、  

損 益 計 算 書 ） の 写  

し  

 

⑪  類 似 事 業 実 績 一 覧  

【 様 式 第 ５ 号 】  

応 募 者 （ Ｊ Ｖ の 場 合 、 構 成 員

の う ち １ 者 以 上 ） が 、 過 去 10年  

間 に 携 わ っ た 類 似 事 業 の 実 績  

（ 事 業 区 域 面 積 ３ ha以 上 で 企 業  

を 誘 致 し た 産 業 用 地 等 の 整 備 に  

係 る 事 業 の 実 績 （ 土 地 区 画 整 理  

事 業 の 業 務 代 行 者 と し て 携 わ っ  

た 実 績 を 含 む 。 ） ） の 一 覧 を 作  

成 し て く だ さ い 。  

⑫  
宅 地 建 物 取 引 業 者  

免 許 証 の 写 し  

発 行 か ら ３ 箇 月 以 内 の も の  

※  Ｊ Ｖ の 場 合 、 構 成 員 の う ち  

１ 者 以 上 が 提 出 し て く だ さ い 。  

 

（イ） 提 出 部 数  

正 本 １ 部 、 副 本 １ 部 （ 副 本 は コ ピ ー 可 ）  

 

提 出 書 類 は Ａ ４ 判 フ ラ ッ ト フ ァ イ ル に 綴 り 提 出 し て く

だ さ い 。 フ ラ ッ ト フ ァ イ ル の 表 紙 及 び 背 表 紙 に は 「 西 脇

市 高 松 地 区 産 業 街 区 整 備 事 業 開 発 事 業 者 決 定 公 募 型 プ ロ

ポ ー ザ ル  参 加 表 明 書 関 係 書 類 」 と 参 加 表 明 者 の 「 商 号

又 は 名 称 」 を 記 載 し て く だ さ い 。   
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イ  提 出 期 間  

令 和 ６ 年 11月 ７ 日 （ 木 ） か ら 令 和 ６ 年 12月 13日 （ 金 ） ま

で の 平 日 （ 受 付 時 間 ： 午 前 ８ 時 30分 か ら 正 午 ま で 及 び 午 後

１ 時 か ら 午 後 ５ 時 15分 ま で ）  

 

ウ  提 出 先 及 び 提 出 方 法  

（ア） 提 出 先  

〒 677-8511  兵 庫 県 西 脇 市 下 戸 田  128番 地 の １  

西 脇 市 役 所 ２ 階  建 設 水 道 部 土 地 利 用 推 進 室  

 

（イ） 提 出 方 法  

提 出 期 間 内 に 持 参 又 は 簡 易 書 留 に よ る 郵 送 で 提 出 し て

く だ さ い （ 令 和 ６ 年 12月 13日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 必 着 ） 。  

 

エ  そ の 他  

（ア） 書 類 に 虚 偽 の 記 載 が あ っ た 場 合 は 、 受 付 を 取 り 消 し ま

す 。  

（イ） 書 類 提 出 後 は 追 加 ・ 修 正 を 一 切 認 め ず 、 い か な る 理 由

で も 書 類 は 返 却 し ま せ ん 。  

（ウ） 参 加 表 明 書 を 提 出 後 、 参 加 を 辞 退 す る 場 合 は 、 辞 退 届

【 様 式 第 16号 】 を 速 や か に 事 務 局 に 提 出 し て く だ さ い 。  
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⑷  事 業 提 案 書 の 提 出  

第 一 次 審 査 で 第 二 次 審 査 参 加 資 格 者 と し て 選 定 さ れ た 事 業

者 は 、 次 に 掲 げ る 提 案 内 容 を 記 載 し た 事 業 提 案 書 を 期 間 内 に

提 出 し て く だ さ い 。  

 

ア  事 業 提 案 書 の 提 案 内 容  

当 地 区 の 立 地 環 境 や 現 況 、 高 松 地 区 地 区 計 画 の 内 容 等 を

踏 ま え 、 次 の 内 容 に つ い て 具 体 的 に 提 案 し て く だ さ い 。  

な お 、 事 業 対 象 地 区 を 変 更 す る 提 案 を 行 う 場 合 は 、 そ の

理 由 を 含 め て 【 様 式 第 ８ 号 】 に 記 載 し て く だ さ い 。  

 

（ア） 土 地 利 用 計 画 図 【 様 式 第 ８ 号 】  

参 加 表 明 書 提 出 後 に 西 脇 市 が 提 供 す る 地 形 図 上 に 、 当

地 区 内 で 想 定 さ れ る 公 共 施 設 （ 道 路 、 公 園 又 は 緑 地 ・ 広

場 及 び 調 整 池 ） の 配 置 、 残 置 森 林 又 は 造 成 森 林 の 配 置 及

び 画 地 割 を 図 示 し て く だ さ い 。 あ わ せ て 、 公 共 施 設 の 配

置 の 考 え 方 、 残 置 森 林 又 は 造 成 森 林 の 配 置 の 考 え 方 、 画

地 割 の 考 え 方 及 び そ の 他 土 地 利 用 計 画 図 作 成 に 当 た り 留

意 し た 事 項 に つ い て 記 載 し て く だ さ い 。  

作 成 に 当 た っ て は 、 「 資 料 ９  西 脇 市 高 松 地 区 産 業 街

区 整 備 事 業 に 関 す る 留 意 事 項 」 に 記 載 し て い る 法 令 、 条

例 等 を 遵 守 し た 内 容 と し て く だ さ い 。 ま た 、 「 資 料 10 

土 地 利 用 イ メ ー ジ 図 （ 参 考 ） 」 を 参 考 と し て く だ さ い 。  

※  公 園 又 は 緑 地 ・ 広 場 は 当 地 区 面 積 （ 約  9.9h a） の

３ ％ 以 上 の 面 積 (約  0.3ha以 上 )を 確 保 す る と と も に 、

残 置 森 林 又 は 造 成 森 林 は 当 地 区 内 の 地 域 森 林 計 画 対 象

民 有 林 面 積 （ 約  4.0ha） の 25％ 以 上 の 面 積 （ 約  1.0ha

以 上 ） を 確 保 す る よ う 作 成 し て く だ さ い 。  

 

な お 、 決 定 し た 開 発 事 業 者 は 、 提 案 し た 土 地 利 用 計 画

図 に 基 づ き 、 開 発 行 為 許 可 申 請 に 向 け た 計 画 策 定 及 び 設

計 等 を 行 っ て く だ さ い 。   
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（イ） 想 定 す る 立 地 企 業 の 業 種 等 【 様 式 第 ９ 号 】  

当 地 区 で は 、 高 松 地 区 地 区 計 画 の 内 容 に 基 づ き 、 地 域

の 魅 力 を 発 信 す る 良 好 な 産 業 街 区 の 形 成 に 資 す る 工 場 並

び に 当 地 区 内 の 工 場 で 製 造 す る 食 品 又 は 物 品 の 販 売 を 主

た る 目 的 と す る 店 舗 及 び 飲 食 店 等 の 立 地 を 図 り ま す 。  

こ れ を 踏 ま え 、 立 地 見 込 企 業 又 は 誘 致 し た い と 考 え て  

い る 企 業 の 具 体 的 な 業 種 、 企 業 誘 致 の 具 体 的 な 方 策 、 時  

期 等 を 提 案 し て く だ さ い 。 併 せ て 、 提 案 す る 企 業 （ 業 種 ）

の 立 地 が 西 脇 市 の 経 済 に も た ら す 効 果 等 を 記 載 し て く だ  

さ い 。  

西 脇 市 に と っ て 税 収 の 増 加 、 雇 用 の 拡 大 、 高 い 付 加 価

値 の 創 出 等 メ リ ッ ト の 大 き い 企 業 の 誘 致 を 期 待 し て い ま

す 。  

な お 、 こ れ ま で 数 社 の 企 業 か ら 西 脇 市 に 当 地 区 へ の 進

出 希 望 の 問 合 せ が あ り ま し た 。 開 発 事 業 者 は 、 西 脇 市 が

持 つ 進 出 希 望 企 業 の 情 報 も 踏 ま え 、 西 脇 市 と 協 議 の 上 、

立 地 企 業 を 確 定 す る こ と と し ま す 。  

 

（ウ） 想 定 さ れ る 周 辺 地 域 へ の 影 響 に 対 す る 対 応 【 様 式 第 10

号 】  

本 事 業 の 造 成 工 事 に 当 た り 、 暴 風 や 豪 雨 等 の 発 生 時 も

含 め 、 想 定 さ れ る 周 辺 地 域 の 生 活 、 営 農 及 び 自 然 等 へ の

影 響 に 対 す る 対 応 に つ い て 提 案 し て く だ さ い 。  

 

（エ） 事 業 工 程 計 画 【 様 式 第 11号 】  

当 地 区 で は 、 令 和 ９ 年 度 末 ま で に 造 成 工 事 を 完 了 し 、  

そ の 後 立 地 企 業 の 建 築 工 事 ・ 操 業 開 始 を 目 指 し て い ま す 。  

こ れ を 目 標 と し て 、 本 事 業 を 円 滑 か つ 着 実 に 実 施 す る

た め の 実 現 性 の 高 い 事 業 工 程 計 画 を 提 案 し て く だ さ い 。  

  



- 23 - 

 

 

（オ） 事 業 実 施 体 制 【 様 式 第 12号 】 及 び 【 様 式 第 12号 の ２ 】  

本 事 業 を 遂 行 す る た め の 実 施 体 制 の 考 え 方 及 び 実 施 体

制 図 並 び に 事 業 の 総 括 責 任 者 及 び 事 業 工 程 計 画 の 各 業 務

項 目 の 担 当 者 を 提 案 し て く だ さ い 。  

 

な お 、 事 業 実 施 体 制 を 構 築 す る に 当 た り 、 次 の 事 項 に

留 意 し て く だ さ い 。 特 に 、 都 市 計 画 法 に 基 づ く 開 発 許 可

そ の 他 関 係 法 令 に つ い て 十 分 理 解 さ れ た 事 業 実 施 体 制 が

組 織 さ れ る こ と を 求 め て い ま す 。  

ａ  総 括 責 任 者 の 配 置  

事 業 の 全 体 を 総 合 的 に 管 理 し 、 調 整 及 び 意 思 決 定 が

で き る 者 を 総 括 責 任 者 と し て 定 め て く だ さ い 。  

ｂ  担 当 者 の 配 置  

各 業 務 項 目 の 実 施 に 必 要 な 知 識 及 び 技 能 を 有 す る 者

を 担 当 者 と し て 定 め て く だ さ い 。  

ｃ  有 資 格 者 の 配 置  

本 事 業 の 実 施 に 当 た り 、 必 要 に 応 じ て 次 の 資 格 を 有

す る 者 を 配 置 し て く だ さ い 。  

⒜  宅 地 建 物 取 引 士  

⒝  司 法 書 士  

⒞  行 政 書 士  

⒟  測 量 士  

⒠  土 地 家 屋 調 査 士  

⒡  弁 護 士  
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（カ） 事 業 を 円 滑 か つ 着 実 に 進 め る た め に 西 脇 市 に 求 め る 役

割 【 様 式 第 13号 】  

本 事 業 を 円 滑 か つ 着 実 に 進 め る た め に 、 「 ２  事 業 概

要  ⑶ イ  西 脇 市 の 支 援 内 容 」 の 記 載 事 項 以 外 に 西 脇 市

の 役 割 と し て 実 施 す る こ と が 望 ま し い 取 組 が あ れ ば 、 提

案 し て く だ さ い 。  

 

（キ） そ の 他  

ａ  地 域 の イ メ ー ジ ア ッ プ や 地 域 貢 献 に 対 す る 取 組 【 様

式 第 14号 】  

地 域 住 民 の 利 便 性 向 上 、 交 流 促 進 、 防 災 機 能 の 強 化

な ど 地 域 の イ メ ー ジ ア ッ プ や 地 域 貢 献 に 対 す る 取 組 が

あ れ ば 提 案 し て く だ さ い 。  

 

ｂ  そ の 他 良 好 な 産 業 街 区 の 形 成 の 実 現 に 向 け た 取 組

【 様 式 第 15号 】  

そ の 他 、 高 松 地 区 地 区 計 画 に 基 づ く 地 域 の 魅 力 を 発

信 す る 良 好 な 産 業 街 区 の 形 成 の 実 現 に 向 け た 取 組 が あ

れ ば 、 自 由 に 提 案 し て く だ さ い 。  

 

イ  提 出 書 類 及 び 提 出 部 数  

（ア） 提 出 書 類  

No 書 類 名  様 式 番 号  備 考  

①  事 業 提 案 書 提 出 書  【 様 式 第 ７ 号 】   

②  事 業 提 案 書 （ 表 紙 ）  【 様 式 第 ７ 号 の ２ 】   

③  土 地 利 用 計 画 図  【 様 式 第 ８ 号 】   

④  
想 定 す る 立 地 企 業 の 業

種 等  
【 様 式 第 ９ 号 】   

⑤  
想 定 さ れ る 周 辺 地 域 へ

の 影 響 に 対 す る 対 応  
【 様 式 第 10号 】   

⑥  事 業 工 程 計 画  【 様 式 第 11号 】   

⑦  事 業 実 施 体 制  【 様 式 第 12号 】   

⑧  事 業 実 施 体 制 調 書  【 様 式 第 12号 の ２ 】   

⑨  

事 業 を 円 滑 か つ 着 実 に

進 め る た め に 西 脇 市 に

求 め る 役 割  

【 様 式 第 13号 】   
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⑩  

そ の 他 ａ （ 地 域 の イ メ ー

ジ ア ッ プ や 地 域 貢 献 に 対

す る 取 組 ）  

【 様 式 第 14号 】  任 意 提 出  

⑪  

そ の 他 ｂ （ そ の 他 良 好 な

産 業 街 区 の 形 成 の 実 現 に

向 け た 取 組 ）  

【 様 式 第 15号 】  任 意 提 出  

 

（イ） 提 出 部 数  

正 本 １ 部 、 副 本 ８ 部 （ 副 本 は コ ピ ー 可 ）  

 

上 記 提 出 書 類 を ダ ブ ル ク リ ッ プ で 留 め て 提 出 し て く だ

さ い 。 Ａ ３ サ イ ズ の 資 料 に つ い て は Ａ ４ サ イ ズ に 折 り 込

ん で く だ さ い 。  

 

ウ  提 出 期 間  

令 和 ７ 年 １ 月 ６ 日 （ 月 ） か ら 令 和 ２ 月 ７ 日 （ 金 ） ま で の

平 日 （ 受 付 時 間 ： 午 前 ８ 時 30分 か ら 正 午 ま で 及 び 午 後 １ 時

か ら 午 後 ５ 時 15分 ま で ）  

 

エ  提 出 先 及 び 提 出 方 法  

（ア） 提 出 先  

〒 677-8511  兵 庫 県 西 脇 市 下 戸 田  128番 地 の １  

西 脇 市 役 所 ２ 階  建 設 水 道 部 土 地 利 用 推 進 室  

 

（イ） 提 出 方 法  

提 出 期 間 内 に 持 参 又 は 簡 易 書 留 に よ る 郵 送 で 提 出 し て

く だ さ い （ 令 和 ７ 年 ２ 月 ７ 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 必 着 ） 。  
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オ  事 業 提 案 書 の 作 成 及 び 提 出 上 の 留 意 事 項  

（ア） 事 業 提 案 書 提 出 者 は 、 本 実 施 要 領 の 記 載 内 容 に 同 意 し

た も の と し ま す 。  

（イ） 第 二 次 審 査 は 事 業 提 案 書 提 出 者 名 を 明 示 せ ず に 行 う た

め 、 事 業 提 案 書 内 に 事 業 提 案 書 提 出 者 が 特 定 で き る 内 容

は 記 述 し な い で く だ さ い 。  

（ウ） 提 出 後 、 事 業 提 案 書 の 再 提 出 、 書 類 の 差 替 え 及 び 修 正

は 一 切 認 め ず 、 い か な る 理 由 で も 事 業 提 案 書 は 返 却 し ま

せ ん 。  

（エ） 事 業 提 案 書 を 提 出 後 、 参 加 を 辞 退 す る 場 合 は 、 参 加 辞

退 届 【 様 式 第 16号 】 を 速 や か に 事 務 局 へ 提 出 し て く だ さ

い 。  

 

⑸  プ レ ゼ ン テ ーション・ ヒア リング  

第 二 次 審 査 参 加 者 は 、 事 業 提 案 書 内 容 の 説 明 及 び 質 疑 応 答

を 行 い ま す 。 事 業 提 案 書 以 外 の 追 加 資 料 の 提 出 及 び 使 用 は 一

切 認 め ま せ ん 。  

 

ア  日 時 及 び 会 場  

日 時 、 会 場 （ 西 脇 市 役 所 内 の 予 定 ） 及 び 第 二 次 審 査 参 加

者 ご と の 参 集 時 間 は 、 別 途 通 知 し ま す 。  

 

イ  実 施 時 間  

プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 30分 以 内 、 質 疑 応 答 30分 以 内 と し ま

す 。 質 疑 応 答 で は 、 事 業 提 案 書 の 内 容 の ほ か 、 類 似 事 業 の

実 績 等 に つ い て も 確 認 す る 場 合 が あ り ま す 。  

※  準 備 ・ 撤 収 は 、 審 査 前 後 の 休 憩 時 間 に 行 う こ と と し ま

す 。  

 

ウ  準 備 物  

パ ソ コ ン 等 を 使 用 す る 場 合 は 、 各 自 で 準 備 し て く だ さ い

（ ス ク リ ー ン 、 プ ロ ジ ェ ク タ ー 及 び ケ ー ブ ル （ HDMIケ ー ブ

ル 、 電 源 延 長 コ ー ド ） は 西 脇 市 で 用 意 し ま す 。 ） 。   
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エ  出 席 者  

５ 人 以 内 と し ま す 。  

事 業 を 実 施 す る 際 の 総 括 責 任 者 及 び 担 当 者 が 出 席 し て く

だ さ い 。 Ｊ Ｖ の 場 合 は 、 各 構 成 員 か ら １ 人 以 上 か つ 代 表 者

は 必 ず 出 席 し て く だ さ い 。 た だ し 、 Ｊ Ｖ の 構 成 員 が ６ 者 以

上 の 場 合 は 、 各 構 成 員 か ら １ 人 ず つ を 上 限 と し て 出 席 を 認

め ま す 。  
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６  審 査  

⑴  選 定 委 員 会 の設置  

西 脇 市 は 「 西 脇 市 高 松 地 区 産 業 街 区 整 備 事 業 開 発 事 業 者 決

定 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 選 定 委 員 会 開 催 要 領 」 に 基 づ き 選 定 委

員 会 を 設 置 し ま す 。  

 

⑵  第 一 次 審 査 （ 参加資格 の 書 類審査）  

ア  審 査 方 法  

事 務 局 に お い て 、 審 査 基 準 に 基 づ い て 提 出 さ れ た 参 加 表

明 書 等 を 審 査 し ま す 。 事 務 局 が 採 点 し 、 そ の 結 果 を 選 定 委

員 会 に 報 告 し 、 選 定 委 員 会 で 得 点 の 多 い 順 に 第 二 次 審 査 に

参 加 す る 複 数 者 （ 最 大 ５ 者 ） を 選 定 し ま す 。 な お 、 応 募 者

が １ 者 の み の 場 合 で あ っ て も 第 一 次 審 査 を 行 い ま す 。  

 

イ  審 査 結 果 の 通 知  

第 一 次 審 査 の 結 果 は 、 参 加 表 明 書 等 を 提 出 し た 全 て の 者

に 、 郵 送 に よ り 通 知 し ま す 。 な お 、 Ｊ Ｖ の 場 合 は 、 代 表 者

の み に 通 知 し ま す 。  

第 一 次 審 査 の 結 果 の 通 知 は 、 令 和 ６ 年 12月 27日 （ 金 ） を

予 定 し て い ま す 。 な お 、 審 査 結 果 に 対 す る 疑 義 、 質 問 に は

応 じ ま せ ん 。  

 

⑶  第 二 次 審 査 （プレゼン テー ション・ヒ アリ ング）  

ア  審 査 方 法  

選 定 委 員 会 に お い て 、 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン ・ ヒ ア リ ン グ

を 実 施 し 、 審 査 基 準 に 基 づ い て 総 合 的 に 応 募 者 の 能 力 を 審

査 し ま す 。 選 定 委 員 が 採 点 し た 点 数 を 集 計 し 、 得 点 の 多 い  

順 に 、 開 発 事 業 候 補 者 （ 当 選 者 及 び 次 点 者 ） を 選 定 し ま す 。  

な お 、 第 二 次 審 査 に 参 加 す る 者 が １ 者 の み の 場 合 で あ っ

て も プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン ・ ヒ ア リ ン グ を 行 い ま す 。  

ま た 、 提 案 内 容 が 最 低 基 準 点 に 達 し て い な い と 認 め ら れ

る 場 合 は 、 開 発 事 業 候 補 者 の 該 当 者 な し と す る こ と も あ り

ま す 。  
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イ  審 査 結 果 の 通 知 及 び 公 表  

第 二 次 審 査 の 結 果 は 、 第 二 次 審 査 に 参 加 し た 全 て の 者 に 、  

郵 送 に よ り 通 知 し ま す 。 な お 、 Ｊ Ｖ の 場 合 は 、 代 表 者 の み

に 通 知 し ま す 。 ま た 、 審 査 結 果 は 西 脇 市 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲

載 し ま す 。  

第 二 次 審 査 の 結 果 の 通 知 及 び 公 表 は 、 令 和 ７ 年 ３ 月 ７ 日

（ 金 ） を 予 定 し て い ま す 。 な お 、 審 査 結 果 に 対 す る 疑 義 、

質 問 に は 応 じ ま せ ん 。  

 

⑷  審 査 基 準 及 び最低基準 点  

ア  審 査 基 準  

第 一 次 審 査 及 び 第 二 次 審 査 の 審 査 基 準 （ 審 査 項 目 、 審 査

内 容 及 び 配 点 ） は 、 次 の と お り で す 。  

 

［ 第 一 次 審 査 ］  

審 査 項 目  審 査 内 容  配 点  

参 加 資 格  
・  参 加 資 格 を 満 た し て い る か 。  

・  提 出 さ れ た 書 類 に 不 備 は な い か 。  
－  

経 営 状 況  ・  企 業 の 経 営 状 況 に 問 題 は な い か 。  25点  

実 績 状 況  
・  類 似 事 業 の 実 績 （ 件 数 ・ 内 容 ） は

十 分 で あ る か 。  
25点  

計  50点  

 

［ 第 二 次 審 査 ］  

審 査 項 目  審 査 内 容  配 点  

土 地 利 用 計 画 図  

・  公 共 施 設 の 配 置 、 残 置 森  

林 又 は 造 成 森 林 の 配 置 及 び  

画 地 割 は 、 地 区 の 現 況 を 踏  

ま え 、 想 定 す る 立 地 企 業 の  

業 種 等 に 応 じ た 適 切 な 計 画  

で あ る か 。  

・  周 辺 の 自 然 環 境 や 景 観 に  

配 慮 し た 計 画 で あ る か 。  

20点  
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想 定 す る 立 地 企 業

の 業 種 等  

・  立 地 企 業 の 業 種 の 想 定 が  

適 切 で あ る か 。  

・  企 業 誘 致 方 策 が 効 果 的 で  

あ る か 。  

・  企 業 誘 致 の 時 期 が 明 確 で  

あ る か 。  

20点  

想 定 さ れ る 周 辺 地

域 へ の 影 響 に 対 す

る 対 応  

・  地 区 の 現 況 を 踏 ま え 、 周  

辺 の 生 活 環 境 （ 特 に 交 通 環  

境 ） 、 営 農 環 境 及 び 自 然 環  

境 に 配 慮 し た 提 案 で あ る か 。  

20点  

事 業 工 程 計 画  

・  事 業 の 想 定 ス ケ ジ ュ ー ル  

に 概 ね 合 致 し た 工 程 計 画 で  

あ る か 。  

・  適 切 で 実 現 性 の 高 い 工 程  

計 画 で あ る か 。  

25点  

事 業 実 施 体 制  

・  豊 富 な 経 験 、 専 門 的 な 知  

識 等 を 有 す る 総 括 責 任 者 及  

び 各 業 務 項 目 の 担 当 者 が 配  

置 さ れ て い る か 。  

・  円 滑 な 事 業 実 施 に 十 分 な  

担 当 者 が 配 置 さ れ て い る か 。  

25点  

事 業 を 円 滑 か つ 着

実 に 進 め る た め に

西 脇 市 に 求 め る 役

割  

・  提 案 さ れ た 役 割 は 適 切 で  

あ る か 。  
20点  

そ の 他 ａ （ 地 域 の

イ メ ー ジ ア ッ プ や

地 域 貢 献 に 対 す る

取 組 ）  

・  提 案 さ れ た 取 組 は 適 切 で  

実 現 性 の 高 い も の で あ る か 。  
10点  

そ の 他 ｂ （ そ の 他

良 好 な 産 業 街 区 の

形 成 の 実 現 に 向 け

た 取 組 ）  

・  提 案 さ れ た 取 組 は 適 切 で  

実 現 性 の 高 い も の で あ る か 。  
10点  

計  150点  

合 計  200点  
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イ  最 低 基 準 点  

本 プ ロ ポ ー ザ ル で は 、 最 低 基 準 点  100点 と 設 定 し 、 こ れ

を 満 た さ な い 提 案 は 採 用 し な い こ と と し ま す 。  
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７  開 発 事 業 候 補者 の 選 定 後 （ 協 定 締 結 ）  

⑴  協 定 締 結  

西 脇 市 、 開 発 事 業 候 補 者 （ 当 選 者 ） 及 び 推 進 委 員 会 は 、 当

該 開 発 事 業 候 補 者 が 提 案 し た 事 業 提 案 書 の 内 容 を 基 に 、 高 松

地 区 地 区 計 画 に 基 づ く 本 事 業 の 実 施 に 係 る 役 割 分 担 及 び 連 携

協 力 等 に つ い て 協 議 し 協 定 を 締 結 し ま す 。  

協 定 締 結 は 、 令 和 ７ 年 ３ 月 を 予 定 し て い ま す 。 協 定 締 結 を

も っ て 当 該 開 発 事 業 候 補 者 は 開 発 事 業 者 と し て 正 式 に 決 定 し

ま す 。  

 

⑵  開 発 事 業 候 補者 の地位 の喪 失  

開 発 事 業 候 補 者 の 選 定 以 降 で あ っ て も 、 「 ４  応 募 者 の 資

格 要 件  ⑷  失 格 要 件 」 に 該 当 す る 場 合 に は 、 そ の 地 位 を 喪

失 す る も の と し ま す 。 ま た 、 正 当 な 理 由 な く 事 業 提 案 書 に 相

違 す る 内 容 の 協 定 を 求 め る 等 に よ り 協 定 締 結 に 至 ら な い と き

に も そ の 地 位 を 喪 失 す る も の と し ま す 。  

当 選 者 と の 協 定 締 結 が 不 調 と な っ た 場 合 は 、 次 点 者 が 開 発

事 業 候 補 者 と な り 、 前 号 の 協 議 を 行 い 、 協 定 を 締 結 し ま す 。  
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８  そ の 他  

⑴  提 出 書 類 に 用いる言語 、通 貨及び単位  

質 問 書 、 参 加 表 明 書 、 事 業 提 案 書 等 の 提 出 書 類 に 用 い る 言

語 、 通 貨 及 び 単 位 は 、 日 本 語 、 日 本 円 、 日 本 の 標 準 時 間 及 び

計 量 法 （ 平 成 ４ 年 法 律 第 51号 ） に 定 め る 単 位 に 限 り ま す 。  

 

⑵  提 出 書 類 の 著 作 権  

応 募 者 か ら 、 本 実 施 要 領 に 基 づ き 提 出 さ れ た 提 出 書 類 の 著

作 権 は 、 原 則 と し て 応 募 者 に 帰 属 し ま す 。 た だ し 、 西 脇 市 は

選 定 結 果 の 公 表 等 に 必 要 な 場 合 に 、 提 出 書 類 の 内 容 を 使 用 で

き る も の と し ま す 。  

 

⑶  提 出 書 類 の 取扱い  

ア  西 脇 市 は 、 提 出 書 類 を 必 要 に 応 じ 複 写 （ 庁 内 及 び 選 定 委

員 会 で の 使 用 に 限 る 。 ） す る こ と が あ り ま す 。  

イ  開 発 事 業 候 補 者 以 外 の 提 出 書 類 の 内 容 は 、 応 募 者 の 承 諾

な し に は 利 用 し ま せ ん 。  

ウ  提 出 書 類 に つ い て 、 西 脇 市 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 17年 西 脇

市 条 例 第 21号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 そ の 内 容 の 全 部 又 は 一 部

を 開 示 す る 場 合 が あ る の で 、 不 開 示 を 希 望 す る 情 報 が 含 ま

れ て い る 場 合 は 、 当 該 部 分 の 指 定 と そ の 理 由 を 明 記 し て く

だ さ い 。  

 

⑷  西 脇 市 が 提 示する資料 の取 扱い  

西 脇 市 が 提 示 す る 資 料 は 、 応 募 に 係 る 検 討 以 外 の 目 的 で 使

用 す る こ と を 禁 止 し ま す 。 ま た 、 こ の 検 討 の 範 囲 内 で あ っ て

も 、 西 脇 市 の 了 承 を 得 る こ と な く 、 第 三 者 に 対 し て こ れ を 使

用 さ せ 、 又 は 内 容 を 提 示 す る こ と を 禁 止 し ま す 。  
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９  参 考 資 料  

資 料 １  位 置 図  

資 料 ２  現 況 図  

資 料 ３  法 規 制 状 況 図  

資 料 ４  西 脇 市 防 災 マ ッ プ  

資 料 ５ － １  高 松 地 区 地 区 計 画  計 画 図  

資 料 ５ － ２  高 松 地 区 地 区 計 画  計 画 書 ・ 理 由 書  

資 料 ６  イ ン フ ラ 整 備 状 況 図  

資 料 ７  ボ ー リ ン グ 調 査 結 果  

資 料 ８  西 脇 市 と 開 発 事 業 者 の 役 割 分 担 表  

資 料 ９  西 脇 市 高 松 地 区 産 業 街 区 整 備 事 業 に 関 す る 留

意 事 項  

資 料 10 土 地 利 用 イ メ ー ジ 図 （ 参 考 ）  

 

※  事 務 局 へ 参 加 表 明 書 を 提 出 し た 事 業 者 に は 、 西 脇 市 地 形 図

の 画 像 デ ー タ （ JPEG 形 式 ） 及 び 事 業 対 象 地 区 を 示 し た  CAD

デ ー タ （  DW G/DX F 形 式 ） を CD-RO M に て 提 供 し ま す 。  

 

 

 


